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○
自
動
車
検
査
用
機
械
器
具
に
係
る
国
土
交
通
大
臣
の
定
め
る
技
術
上
の
基
準
（
平
成
七
年
運
輸
省
告
示
第
三
百
七
十
五
号
）

（
傍
線
部
分
は
改
正
部
分
）

改

正

案

現

行

自
動
車
検
査
用
機
械
器
具
に
係
る
国
土
交
通
大
臣
の
定
め
る
技
術
上
の
基
準

自
動
車
検
査
用
機
械
器
具
に
係
る
運
輸
大
臣
の
定
め
る
技
術
上
の
基
準

（
構
造
等
）

（
構
造
等
）

第
十
五
条

音
量
計
は
、
マ
イ
ク
ロ
ホ
ン
、
聴
感
補
正
回
路
、
増
幅
器
及
び
音
量
指

第
十
五
条

音
量
計
は
、
マ
イ
ク
ロ
ホ
ン
、
聴
感
補
正
回
路
、
増
幅
器
、
音
量
指
示
部

示
部
を
有
す
る
も
の
で
あ
り
、
か
つ
、
取
扱
い
が
容
易
な
も
の
で
な
け
れ
ば
な
ら

及
び
校
正
装
置
を
有
す
る
も
の
で
あ
り
、
か
つ
、
取
扱
い
が
容
易
な
も
の
で
な
け
れ

な
い
。

ば
な
ら
な
い
。

（
マ
イ
ク
ロ
ホ
ン
）

（
マ
イ
ク
ロ
ホ
ン
）

第
十
八
条

音
量
計
の
マ
イ
ク
ロ
ホ
ン
は
、
圧
力
型
の
も
の
で
な
け
れ
ば
な
ら
な
い

第
十
八
条

音
量
計
の
マ
イ
ク
ロ
ホ
ン
は
、
圧
力
型
マ
イ
ク
ロ
ホ
ン
で
あ
り
、
音
量
計

。

本
体
と
分
離
で
き
る
も
の
で
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

２

（
略
）

２

（
略
）

（
聴
感
補
正
回
路
）

（
聴
感
補
正
回
路
）

第
十
九
条

音
量
計
は
、
周
波
数
特
性
（
千
ヘ
ル
ツ
の
音
波
の
レ
ス
ポ
ン
ス
を
基
準
に

第
十
九
条

音
量
計
は
、
次
表
上
欄
に
掲
げ
る
周
波
数
に
応
じ
、
同
表
中
欄
に
掲
げ

し
た
各
周
波
数
音
波
の
レ
ス
ポ
ン
ス
特
性
）
が
、
次
表
第
一
欄
に
掲
げ
る
周
波
数
に

る
補
正
値
に
同
表
下
欄
に
掲
げ
る
許
容
差
の
値
を
加
え
た
範
囲
内
の
値
に
よ
り
音

応
じ
、
聴
感
補
正
回
路
Ａ
に
あ
っ
て
は
同
表
第
二
欄
、
聴
感
補
正
回
路
Ｃ
に
あ
っ
て

量
を
補
正
す
る
機
能
を
有
す
る
聴
感
補
正
回
路
Ａ
を
備
え
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

は
同
表
第
三
欄
に
掲
げ
る
値
に
そ
れ
ぞ
れ
同
表
第
四
欄
に
掲
げ
る
許
容
差
の
値
を
加

え
た
値
の
範
囲
内
の
値
で
表
さ
れ
る
聴
感
補
正
回
路
Ａ
及
び
聴
感
補
正
回
路
Ｃ
を
有

す
る
も
の
で
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

周
波
数
（
ヘ
ル
ツ
）

補
正
値
（
デ
シ
ベ
ル
）

許
容
差
（
デ
シ
ベ
ル
）

第

一

欄

第

二

欄

第

三

欄

第

四

欄

一
〇
〇

マ
イ
ナ
ス
一
九
・
一

一
・
五
か
ら
マ
イ
ナ
ス

周
波
数
（
ヘ
ル
ツ

周
波
数
特
性
（
聴

周
波
数
特
性
（
聴

許
容
差
（
デ
シ
ベ

一
・
五

）

感
補
正
回
路
Ａ
）

感
補
正
回
路
Ｃ
）

ル
）

一
二
五

マ
イ
ナ
ス
一
六
・
一

一
・
五
か
ら
マ
イ
ナ
ス

一
・
五

一
〇
〇

マ
イ
ナ
ス
一
九
・

マ
イ
ナ
ス
〇
・
三

二
・
五
か
ら
マ
イ

一
六
〇

マ
イ
ナ
ス
一
三
・
四

一
・
五
か
ら
マ
イ
ナ
ス

一

ナ
ス
二
・
五

一
・
五

二
〇
〇

マ
イ
ナ
ス
一
〇
・

〇

二
・
〇
か
ら
マ
イ

二
〇
〇

マ
イ
ナ
ス
一
〇
・
九

一
・
五
か
ら
マ
イ
ナ
ス

九

ナ
ス
二
・
〇
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一
・
五

三
〇
〇

マ
イ
ナ
ス
六
・
九

〇

二
・
〇
か
ら
マ
イ

二
五
〇

マ
イ
ナ
ス
八
・
六

一
・
五
か
ら
マ
イ
ナ
ス

ナ
ス
二
・
〇

一
・
五

四
〇
〇

マ
イ
ナ
ス
四
・
八

〇

二
・
〇
か
ら
マ
イ

三
一
五

マ
イ
ナ
ス
六
・
六

一
・
五
か
ら
マ
イ
ナ
ス

ナ
ス
二
・
〇

一
・
五

五
〇
〇

マ
イ
ナ
ス
三
・
二

〇

二
・
〇
か
ら
マ
イ

四
〇
〇

マ
イ
ナ
ス
四
・
八

一
・
五
か
ら
マ
イ
ナ
ス

ナ
ス
二
・
〇

一
・
五

六
〇
〇

マ
イ
ナ
ス
二
・
一

〇

二
・
〇
か
ら
マ
イ

五
〇
〇

マ
イ
ナ
ス
三
・
二

一
・
五
か
ら
マ
イ
ナ
ス

ナ
ス
二
・
〇

一
・
五

七
〇
〇

マ
イ
ナ
ス
一
・
四

〇

二
・
〇
か
ら
マ
イ

六
三
〇

マ
イ
ナ
ス
一
・
九

一
・
五
か
ら
マ
イ
ナ
ス

ナ
ス
二
・
〇

一
・
五

八
〇
〇

マ
イ
ナ
ス
〇
・
八

〇

二
・
〇
か
ら
マ
イ

八
〇
〇

マ
イ
ナ
ス
〇
・
八

一
・
五
か
ら
マ
イ
ナ
ス

ナ
ス
二
・
〇

一
・
五

九
〇
〇

マ
イ
ナ
ス
〇
・
三

〇

二
・
〇
か
ら
マ
イ

一
、
〇
〇
〇

〇

一
・
〇
か
ら
マ
イ
ナ
ス

ナ
ス
二
・
〇

一
・
〇

一
、
〇
〇
〇

〇

〇

二
・
〇
か
ら
マ
イ

一
、
二
五
〇

〇
・
六

一
・
五
か
ら
マ
イ
ナ
ス

ナ
ス
二
・
〇

一
・
五

一
、
五
〇
〇

〇
・
九

〇

二
・
〇
か
ら
マ
イ

一
、
六
〇
〇

一
・
〇

二
・
〇
か
ら
マ
イ
ナ
ス

ナ
ス
三
・
〇

二
・
〇

二
、
〇
〇
〇

一
・
二

マ
イ
ナ
ス
〇
・
二

三
・
〇
か
ら
マ
イ

二
、
〇
〇
〇

一
・
二

二
・
〇
か
ら
マ
イ
ナ
ス

ナ
ス
四
・
〇

二
・
〇

三
、
〇
〇
〇

一
・
二

マ
イ
ナ
ス
〇
・
五

四
・
〇
か
ら
マ
イ

二
、
五
〇
〇

一
・
三

二
・
五
か
ら
マ
イ
ナ
ス

ナ
ス
五
・
五

二
・
五

四
、
〇
〇
〇

一
・
〇

マ
イ
ナ
ス
〇
・
八

五
・
〇
か
ら
マ
イ

三
、
一
五
〇

一
・
二

二
・
五
か
ら
マ
イ
ナ
ス

ナ
ス
七
・
〇

二
・
五

四
、
〇
〇
〇

一
・
〇

三
・
〇
か
ら
マ
イ
ナ
ス

三
・
〇

２

音
量
計
は
、
次
表
上
欄
に
掲
げ
る
周
波
数
に
応
じ
、
同
表
中
欄
に
掲
げ
る
補
正

値
に
同
表
下
欄
に
掲
げ
る
許
容
差
の
値
を
加
え
た
範
囲
内
の
値
に
よ
り
音
量
を
補

正
す
る
機
能
を
有
す
る
聴
感
補
正
回
路
Ｃ
を
備
え
る
こ
と
が
で
き
る
。

周
波
数
（
ヘ
ル
ツ
）

補
正
値
（
デ
シ
ベ
ル
）

許
容
差
（
デ
シ
ベ
ル
）
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一
〇
〇

マ
イ
ナ
ス
〇
・
三

一
・
五
か
ら
マ
イ
ナ
ス

一
・
五

一
二
五

マ
イ
ナ
ス
〇
・
二

一
・
五
か
ら
マ
イ
ナ
ス

一
・
五

一
六
○

マ
イ
ナ
ス
〇
・
一

一
・
五
か
ら
マ
イ
ナ
ス

一
・
五

二
〇
〇

〇

一
・
五
か
ら
マ
イ
ナ
ス

一
・
五

二
五
〇

〇

一
・
五
か
ら
マ
イ
ナ
ス

一
・
五

三
一
五

〇

一
・
五
か
ら
マ
イ
ナ
ス

一
・
五

四
〇
〇

〇

一
・
五
か
ら
マ
イ
ナ
ス

一
・
五

五
〇
〇

〇

一
・
五
か
ら
マ
イ
ナ
ス

一
・
五

六
三
〇

〇

一
・
五
か
ら
マ
イ
ナ
ス

一
・
五

八
〇
〇

〇

一
・
五
か
ら
マ
イ
ナ
ス

一
・
五

一
、
〇
〇
〇

〇

一
・
〇
か
ら
マ
イ
ナ
ス

一
・
〇

一
、
二
五
〇

〇

一
・
五
か
ら
マ
イ
ナ
ス

一
・
五

一
、
六
〇
〇

マ
イ
ナ
ス
〇
・
一

二
・
〇
か
ら
マ
イ
ナ
ス

二
・
〇

二
、
〇
〇
〇

マ
イ
ナ
ス
〇
・
二

二
・
〇
か
ら
マ
イ
ナ
ス

二
・
〇

二
、
五
〇
〇

マ
イ
ナ
ス
〇
・
三

二
・
五
か
ら
マ
イ
ナ
ス

二
・
五

三
、
一
五
〇

マ
イ
ナ
ス
〇
・
五

二
・
五
か
ら
マ
イ
ナ
ス

二
・
五
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四
、
〇
〇
〇

マ
イ
ナ
ス
〇
・
八

三
・
〇
か
ら
マ
イ
ナ
ス

三
・
〇

（
校
正
装
置
）

第
二
十
二
条

削
除

第
二
十
二
条

音
量
計
の
校
正
装
置
は
、
第
十
九
条
に
規
定
す
る
聴
感
補
正
回
路
Ａ
に

係
る
周
波
数
特
性
に
よ
る
八
十
デ
シ
ベ
ル
の
騒
音
の
中
に
お
い
て
も
使
用
で
き
る
も

の
で
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

２

音
量
計
の
校
正
装
置
は
、
音
量
計
本
体
内
の
温
度
が
著
し
く
上
昇
し
た
場
合
に
あ

っ
て
も
、
そ
の
機
能
を
一
定
に
保
つ
こ
と
が
で
き
る
も
の
で
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

（
精
度
）

（
精
度
）

第
二
十
四
条

音
量
計
の
音
量
指
示
部
の
指
示
の
誤
差
は
、
一
・
一
デ
シ
ベ
ル
以
下

第
二
十
四
条

音
量
計
の
指
示
の
誤
差
は
、
〇
・
五
デ
シ
ベ
ル
以
下
で
な
け
れ
ば
な
ら

で
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

な
い
。

第
七
章
の
二

オ
パ
シ
メ
ー
タ

（
構
造
等
）

第
四
十
四
条
の
二

オ
パ
シ
メ
ー
タ
は
、
排
出
ガ
ス
採
取
部
、
検
出
部
、
指
示
部
及

び
校
正
装
置
を
有
す
る
も
の
で
あ
り
、
か
つ
、
取
扱
い
及
び
移
動
が
容
易
な
も
の

で
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

（
耐
久
性
）

第
四
十
四
条
の
三

オ
パ
シ
メ
ー
タ
の
各
部
は
、
大
気
及
び
排
出
ガ
ス
の
温
度
、
圧

力
及
び
湿
度
並
び
に
電
磁
誘
導
に
よ
る
影
響
を
受
け
に
く
く
、
か
つ
、
十
分
な
耐

久
性
を
有
す
る
も
の
で
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

（
作
動
）

第
四
十
四
条
の
四

オ
パ
シ
メ
ー
タ
の
各
部
は
、
円
滑
か
つ
確
実
に
作
動
す
る
も
の

で
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

（
排
出
ガ
ス
採
取
部
）

第
四
十
四
条
の
五

オ
パ
シ
メ
ー
タ
の
排
出
ガ
ス
採
取
部
は
、
次
の
基
準
に
適
合
す
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る
も
の
で
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

一

排
気
の
圧
力
の
み
に
よ
り
、
自
動
車
の
排
気
管
か
ら
測
定
に
必
要
な
排
出
ガ

ス
を
容
易
に
採
取
す
る
こ
と
が
で
き
る
も
の
で
あ
る
こ
と
。

二

排
出
ガ
ス
採
取
部
の
採
取
管
及
び
導
管
は
、
清
掃
及
び
部
品
の
交
換
が
容
易

に
行
え
る
も
の
で
あ
る
こ
と
。

（
検
出
部
）

第
四
十
四
条
の
六

オ
パ
シ
メ
ー
タ
の
検
出
部
は
、
排
出
ガ
ス
又
は
当
該
検
出
部
内

部
に
お
け
る
光
の
反
射
若
し
く
は
外
部
か
ら
の
光
の
透
過
に
よ
る
影
響
が
少
な
い

も
の
で
あ
る
ほ
か
、
そ
の
汚
れ
の
状
態
に
つ
い
て
容
易
に
点
検
が
で
き
、
か
つ
、

清
掃
及
び
部
品
の
交
換
が
容
易
に
行
え
る
も
の
で
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

（
指
示
部
）

第
四
十
四
条
の
七

オ
パ
シ
メ
ー
タ
の
指
示
部
は
、
次
に
定
め
る
換
算
式
に
よ
り
換

算
し
た
排
出
ガ
ス
の
光
吸
収
係
数
を

で
表
す
も
の
で
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

ｍ
－

１

光
吸

収
係

数
ｍ

－
－

Ｎ
／

／
Ｌ

（

）
＝

l
n

（1
1
0
0

）

－
１

、
こ

の
場

合
に

お
い

て

（

ー

）
Ｎ

：
不

透
過

率
の

実
測

値
パ

セ
ン

ト
（

ー

）

Ｌ
：

光
が

排
出

ガ
ス

中
を

通
過

す
る

距
離

メ
ト
ル

２

オ
パ
シ
メ
ー
タ
の
指
示
部
の
指
示
計
が
目
盛
式
の
場
合
に
お
い
て
は
、
当
該
指

示
計
は
次
の
基
準
に
適
合
す
る
も
の
で
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

一

目
盛
の
間
隔
が
〇
・
〇
二

で
あ
る
こ
と
。

ｍ
－

１

以
下

指
示
範
囲
の

小
値
が

で
あ
り
、
か
つ
、
そ
の

大
値
が
九
・
九
九

二

零ｍ
－

１

以
上
で
あ
る
こ
と
。

ｍ
－

１

三

指
示
計
の
値
が
容
易
に
読
み
取
れ
る
も
の
で
あ
る
こ
と
。

３

オ
パ
シ
メ
ー
タ
の
指
示
部
の
指
示
計
が
目
盛
式
以
外
の
場
合
に
お
い
て
は
、
当

該
指
示
計
の
技
術
基
準
は
、
前
項
各
号
に
掲
げ
る
基
準
を
準
用
す
る
も
の
と
す
る

。
こ
の
場
合
に
お
い
て
、
前
項
第
一
号
中
「
目
盛
」
と
あ
る
の
は
「
表
示
さ
れ
る

値
」
と
、
「
〇
・
〇
二

」
と
あ
る
の
は
「
〇
・
〇
〇
二

」
と
読
み
替
え

ｍ
ｍ

－
１

－
１

る
も
の
と
す
る
。

（
精
度
）

第
四
十
四
条
の
八

オ
パ
シ
メ
ー
タ
の
指
示
の
誤
差
は
、
○
・
○
二
五

以
下
で

ｍ
－

１
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な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
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○
自
動
車
検
査
用
機
械
器
具
の
校
正
に
係
る
国
土
交
通
大
臣
の
定
め
る
技
術
上
の
基
準
（
平
成
七
年
運
輸
省
告
示
第
三
百
七
十
七
号
）

（
傍
線
部
分
は
改
正
部
分
）

改

正

案

現

行

自
動
車
検
査
用
機
械
器
具
の
校
正
に
係
る
国
土
交
通
大
臣
の
定
め
る
技
術
上
の

自
動
車
検
査
用
機
械
器
具
の
校
正
に
係
る
運
輸
大
臣
の
定
め
る
技
術
上
の
基
準

基
準

自
動
車
検
査
用
機
械
器
具
の
校
正
に
係
る
国
土
交
通
大
臣
の
定
め
る
技
術
上
の
基
準

は
、
次
の
と
お
り
と
す
る
。

自
動
車
検
査
用
機
械
器
具
の
名
称

技
術
上
の
基
準

自
動
車
検
査
用
機
械
器
具
の
名
称

技
術
上
の
基
準

ホ
イ
ー
ル
・
ア
ラ
イ
メ
ン
ト
・
テ
ス
タ

（
略
）

ホ
イ
ー
ル
・
ア
ラ
イ
メ
ン
ト
・
テ
ス
タ

（
略
）

サ
イ
ド
ス
リ
ッ
プ
・
テ
ス
タ

自
動
車
検
査
用
機
械
器
具
に
係
る
国

サ
イ
ド
ス
リ
ッ
プ
・
テ
ス
タ

自
動
車
検
査
用
機
械
器
具
に
係
る
運

土
交
通
大
臣
の
定
め
る
技
術
上
の
基

輸
大
臣
の
定
め
る
技
術
上
の
基
準
（

準
（
平
成
七
年
運
輸
省
告
示
第
三
百

平
成
七
年
運
輸
省
告
示
第
三
百
七
十

七
十
五
号
）
（
以
下
「
告
示
」
と
い

五
号
）
（
以
下
「
告
示
」
と
い
う
。

う
。
）
第
七
条
の
規
定
を
準
用
す
る

）
第
七
条
の
規
定
を
準
用
す
る
。

。

ブ
レ
ー
キ
・
テ
ス
タ

（
略
）

ブ
レ
ー
キ
・
テ
ス
タ

（
略
）

前
照
灯
試
験
機

（
略
）

前
照
灯
試
験
機

（
略
）

音
量
計

（
略
）

音
量
計

（
略
）

速
度
計
試
験
機

（
略
）

速
度
計
試
験
機

（
略
）

一
酸
化
炭
素
測
定
器

（
略
）

一
酸
化
炭
素
測
定
器

（
略
）

炭
化
水
素
測
定
器

（
略
）

炭
化
水
素
測
定
器

（
略
）

黒
煙
測
定
器

（
略
）

黒
煙
測
定
器

（
略
）

オ
パ
シ
メ
ー
タ

告
示
第
四
十
四
条
の
八
の
規
定
を
準

用
す
る
。
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附

則

（
施
行
期
日
）

１

こ
の
告
示
は
、
平
成
十
九
年
七
月
三
十
一
日
か
ら
施
行
す
る
。

（
経
過
措
置
）

２

こ
の
告
示
の
施
行
日
前
に
製
造
さ
れ
た
音
量
計
に
つ
い
て
は
、
こ
の
告
示
に
よ
る
改
正
後
の
自
動
車
検
査
用
機
械
器
具
に
係
る
国
土
交
通
大
臣
の
定
め
る
技
術
上
の
基
準
第
十
九

条
及
び
第
二
十
四
条
の
規
定
に
か
か
わ
ら
ず
、
な
お
従
前
の
例
に
よ
る
こ
と
が
で
き
る
。


